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〔
解
題
〕

趨
均
錫
教
授
の
経
歴
と
被
害
者
支
援

太

達

也

田

二
O
O
八
年
一

O
月
二
三
日
、
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
と
法
務
研
究
科
に
お
い
て
、
法
学
部
特
別
招
聴
教
授
（
非
常
勤
）
で
あ
る

梨
花
女
子
大
学
の
越
均
錫
教
授
に
よ
る
「
韓
国
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
支
援
の
動
向
」
と
題
し
た
特
別
講
義
が
行
わ
れ
た
。
本
稿
は

そ
の
特
別
講
義
の
全
文
で
あ
る
が
、
韓
国
で
は
近
年
、
被
害
者
支
援
に
関
す
る
様
々
な
立
法
や
制
度
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

日
本
の
被
害
者
支
援
に
と
っ
て
も
示
唆
に
富
む
内
容
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

越
均
錫
教
授
は
、
一
九
八

O
年
、
ソ
ウ
ル
大
学
在
学
中
に
司
法
試
験
に
合
格
、
司
法
修
習
を
経
て
一
九
八
五
年
検
事
に
任
官
し
、

以
後
、
釜
山
、
群
山
、
ソ
ウ
ル
、
水
原
、
金
泉
、
大
田
な
ど
各
地
の
検
察
庁
で
勤
務
さ
れ
た
経
験
を
も
っ
。
二

O
O七
年
、
弁
護
士

登
録
と
同
時
に
ソ
ウ
ル
で
弁
護
士
事
務
所
を
開
設
さ
れ
て
い
る
が
、
同
年
か
ら
梨
花
女
子
大
学
法
学
部
の
兼
任
教
授
も
務
め
、
韓
国

で
の
ロ

l
ス
ク
ー
ル
設
置
が
決
ま
る
と
、
二

O
O
八
年
九
月
に
同
大
学
法
学
専
門
大
学
院
の
教
授
に
就
任
さ
れ
て
い
る
。

趨
均
錫
教
授
は
、
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
と
関
係
が
深
く
、
一
九
九

O
年
か
ら
一
年
間
、
法
学
部
の
訪
問
研
究
員
と
し
て
留
学
さ

れ
た
ほ
か
、
一
九
九
七
年
か
ら
二
年
半
に
亘
っ
て
駐
日
韓
国
大
使
館
の
法
務
協
力
官
と
し
て
勤
務
さ
れ
た
際
、
法
学
部
の
非
常
勤
講

師
と
し
て
大
学
院
の
刑
事
法
の
演
習
を
担
当
し
て
頂
い
た
こ
と
も
あ
る
。
刑
事
法
の
研
究
業
績
も
豊
富
で
、
一
九
九
三
年
の
『
資
金

洗
浄
規
制
論
」
（
経
進
社
）
は
マ
ネ
l
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
関
す
る
韓
国
で
最
も
優
れ
た
著
作
と
さ
れ
て
い
る
し
、
『
国
際
刑
事
司
法
共

助
研
究
』
韓
国
刑
事
政
策
研
究
院
（
一
九
九
三
）
、
『
大
韓
民
国
新
国
籍
法
解
説
』
日
本
加
除
出
版
（
一
九
九
九
）
な
ど
の
共
著
の
ほ



か
、
組
織
犯
罪
対
策
な
ど
刑
事
法
に
関
す
る
論
文
を
多
数
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
越
均
錫
教
授
の
最
大
の
功
績
の
一
つ
が
韓
国
に
お
け
る
被
害
者
支
援
制
度
の
創
設
・
推
進
で
あ
る
こ
と
は
、
同
国
に
お

け
る
被
害
者
支
援
の
実
情
を
よ
く
知
る
者
で
あ
れ
ば
誰
し
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
越
均
錫
教
授
が
韓
国
に
お
け
る
被
害
者
支

援
施
策
の
生
み
の
親
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
韓
国
に
お
け
る
被
害
者
学
と
被
害
者
支
援
制
度
の
発
展
に
は
二
人
の
人

物
が
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
が
、
そ
の
両
者
共
が
慶
麿
義
塾
大
学
の
法
学
部
と
非
常
に
縁
が
深
く
、
そ
の
お
一
人
が
越
均
錫
教
授
で

あ
り
、
も
う
お
一
人
が
韓
国
か
ら
日
本
へ
の
留
学
検
事
第
一
号
と
し
て
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
へ
留
学
さ
れ
た
弁
護
士
の
関
建
植
氏

で
あ
る

D

関
建
植
弁
護
士
は
、
検
事
で
あ
っ
た
一
九
八

O
年
、
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
の
訪
問
研
究
員
と
し
て
留
学
さ
れ
、
そ
の
時
、
受
入

れ
担
当
教
授
と
な
ら
れ
た
の
が
法
学
部
の
宮
津
浩
一
教
授
（
現
在
、
名
誉
教
授
）
で
あ
る
。
慶
慮
へ
の
留
学
中
、
宮
津
浩
一
教
授
か

ら
被
害
者
学
の
薫
陶
を
受
け
ら
れ
た
関
建
植
弁
護
士
は
、
韓
国
で
被
害
者
学
を
紹
介
さ
れ
、
一
九
九

O
年
に
宮
津
浩
一
教
授
が
日
本

被
害
者
学
会
を
立
ち
上
げ
ら
れ
る
と
、
二
年
後
の
一
九
九
二
年
に
韓
国
被
害
者
学
会
を
設
立
さ
れ
、
初
代
会
長
（
現
在
、
名
誉
会
長
）

韓国における犯罪被害者支援の動向

と
し
て
被
害
者
学
の
普
及
に
努
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
関
建
植
弁
護
士
の
留
学
か
ら
一

O
年
目
に
訪
問
研
究
員
と
し
て
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
に
留
学
さ
れ
た
越
均
錫
教
授
は
、
帰

国
後
、
被
害
者
学
会
の
運
営
に
尽
力
さ
れ
る
と
と
も
に
（
現
在
、
副
会
長
）
、
二

O
O
三
年
、
大
郎
地
方
検
察
庁
金
泉
支
庁
長
に
任
ぜ

ら
れ
る
と
、
現
地
の
医
師
や
自
治
体
に
働
き
か
け
、
韓
国
で
初
の
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
に
は
、

そ
れ
ま
で
に
も
性
犯
罪
や
家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
に
対
し
相
談
や
支
援
を
行
う
相
談
所
や
保
護
施
設
は
あ
っ
た
も
の
の
、
殺
人
や
強

盗
な
ど
、
特
定
の
罪
種
に
限
ら
ず
犯
罪
被
害
者
に
対
し
広
く
支
援
活
動
を
行
う
民
間
団
体
は
な
く
、
こ
の
金
泉
被
害
者
支
援
セ
ン
タ

ー
が
最
初
の
団
体
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
同
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
際
し
、
職
員
の
研
修
な
ど
に
お
い
て
協
力
さ
れ
た
の
が
大
田
大

学
法
学
部
金
容
世
教
授
（
現
在
、
韓
国
被
害
者
学
会
副
会
長
の
一
人
）
で
あ
る
が
、
金
容
世
教
授
も
や
は
り
慶
慮
義
塾
大
学
の
宮
津
浩

71 



一
教
授
や
平
良
木
登
規
男
教
授
か
ら
長
年
に
亘
っ
て
指
導
を
受
け
、
法
学
部
に
も
訪
問
助
教
授
と
し
て
一
年
間
、
留
学
し
た
経
験
を
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も
つ
方
で
あ
る
。

趨
均
錫
教
授
は
、
セ
ン
タ
ー
の
設
立
を
支
援
す
る
だ
け
で
な
く
、
金
泉
検
察
支
庁
管
内
の
被
害
者
支
援
を
推
進
す
る
た
め
、
二

O

O
三
年
八
月
に
犯
罪
被
害
者
保
護
強
化
指
針
を
策
定
・
施
行
す
る
と
と
も
に
、
一

O
月
に
は
管
内
警
察
に
対
し
捜
査
時
の
被
害
者
支

援
強
化
の
指
示
を
発
出
し
て
い
る
。
韓
国
で
は
、
二

0
0
0年
以
降
、
被
害
者
に
対
す
る
情
報
提
供
や
証
人
保
護
と
い
っ
た
被
害
者

支
援
の
施
策
が
実
務
レ
ベ
ル
に
お
い
て
徐
々
に
取
ら
れ
て
き
て
は
い
た
が
、
金
泉
で
の
犯
罪
被
害
者
保
護
強
化
指
針
は
、
管
内
の
み

に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
は
言
え
、
広
く
犯
罪
被
害
者
を
対
象
と
し
、
既
存
の
被
害
者
関
連
施
策
を
統
合
し
つ
つ
、
新
た
な
施
策
を
も

盛
り
込
ん
だ
被
害
者
支
援
に
関
す
る
総
合
的
施
策
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
指
針
は
大
検
察
庁
に
も
報

告
さ
れ
、
二

O
O
四
年
に
策
定
さ
れ
た
大
検
察
庁
の
犯
罪
被
害
者
保
護
及
び
支
援
に
関
す
る
指
針
を
始
め
、
韓
国
検
察
庁
や
法
務
部

の
被
害
者
支
援
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
関
建
植
弁
護
士
が
韓
国
に
お
け
る
被
害
者
学
の
父
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
趨
均

錫
教
授
は
韓
国
に
お
け
る
被
害
者
支
援
の
父
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
韓
国
に
お
け
る
被
害
者
支
援
の
経
緯
や
動
向
に
つ
い
て
は
、
本
誌
に
お
け
る
趨
均
錫
教
授
の
論
稿
の
ほ
か
、
越
均
錫
教

授
の
著
作
で
あ
る
『
犯
罪
被
害
者
支
援
概
論
」
（
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
、
二

O
O
五
）
に
詳
し
い
。
な
お
、
越
均
錫
教
授
は
、
検
察

庁
に
奉
職
中
の
二

O
O
六
年
、
「
犯
罪
被
害
者
支
援
の
た
め
の
法
制
度
の
研
究
」
に
よ
り
慶
照
大
学
大
学
院
よ
り
修
士
号
を
取
得
し

て
い
る
。

以
上
、
少
し
長
く
な
っ
た
が
越
均
錫
教
授
の
経
歴
を
詳
し
く
紹
介
し
た
の
は
、
同
教
授
と
関
建
植
弁
護
士
と
い
う
、
慶
慮
義
塾
大

学
法
学
部
と
も
深
い
関
係
の
あ
る
実
務
家
が
、
宮
津
浩
一
慶
慮
義
塾
大
学
名
誉
教
授
と
の
学
問
的
及
び
私
的
交
流
を
通
じ
て
、
韓
国

に
お
け
る
被
害
者
学
や
被
害
者
支
援
の
発
展
に
多
大
な
る
貢
献
を
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
紹
介
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
年
、

海
外
の
法
律
や
制
度
の
表
面
的
な
概
要
だ
け
を
調
べ
て
紹
介
す
る
よ
う
な
比
較
法
研
究
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
手
法
に
頼
り
、



現
地
の
実
務
家
や
研
究
者
と
話
も
せ
ず
、
比
一
一
か
の
論
文
や
資
料
を
読
み
、

は
、
何
故
、
韓
国
で
二

O
O
三
年
に
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
、
急
速
に
被
害
者
支
援
の
施
策
が
進
ん
だ
か
な

ど
、
そ
の
経
緯
を
知
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
刑
事
政
策
や
被
害
者
支
援
は
、
単
に
理
論
や
学
説
だ
け
で
施
策
が
進
ん
で

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
裏
に
は
人
と
人
と
の
出
会
い
や
繋
が
り
と
い
っ
た
、
極
め
て
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
事
情
が
あ
る
こ
と
も
少
な

一
、
二
度
、
現
地
の
施
設
に
足
を
運
ん
だ
り
し
た
だ
け
で

く
な
く
、
そ
う
し
た
事
情
も
政
策
や
制
度
を
論
ず
る
上
で
き
ち
ん
と
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

韓国における犯罪被害者支援の動向
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